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徳島県告示第3 3 9号 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第29条第

１項の規定に基づき特別保護地区を指定したいので、同条第４項において準用する同法第

28条第４項の規定により次のとおり公告し、当該特別保護地区の保護に関する指針の案（

以下「指針案」という。）を公衆の縦覧に供する。 

 なお、指定をしようとする区域の住民及び利害関係人は、公告した日から起算して14日

を経過する日までの間に、知事に指針案についての意見書を提出することができる。 

令和８年６月26日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純 

１⑴ 特別保護地区の名称 

   高丸山鳥獣保護区特別保護地区 

 ⑵ 特別保護地区の区域 

   勝浦郡上勝町の一部（区域の詳細については、指針案に添付の図面のとおり） 

 ⑶ 特別保護地区の存続期間 

   令和８年11月１日から令和18年10月31日まで 

 ⑷ 指針案 

  ア 特別保護地区の指定区分 

森林鳥獣生息地 

  イ 特別保護地区の指定目的 

    この区域は、鳥獣の生息に適した広葉樹林を有し、多様な鳥獣の生息に適してい

ることから、特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の生息地の環境の保

全を図る。 

 ⑸ 縦覧場所 

   徳島県農林水産部鳥獣対策課鳥獣管理担当、徳島県徳島農林事務所林業振興担当及

び上勝町役場 

２⑴ 特別保護地区の名称 

   轟鳥獣保護区特別保護地区 

 ⑵ 特別保護地区の区域 

   海部郡海陽町の一部（区域の詳細については、指針案に添付の図面のとおり） 

 ⑶ 特別保護地区の存続期間 

   令和８年11月１日から令和18年10月31日まで 

 ⑷ 指針案 

  ア 特別保護地区の指定区分 

森林鳥獣生息地 

  イ 特別保護地区の指定目的 

    この区域は、鳥獣の生息に適した広葉樹林を有し、多様な鳥獣の生息に適してい

ることから、特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の生息地の環境の保

全を図る。 

 ⑸ 縦覧場所 

   徳島県農林水産部鳥獣対策課鳥獣管理担当、徳島県阿南農林事務所林業振興担当及



び海陽町役場 

 



徳島県告示第3 4 0号 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第29条第

４項において準用する同法第28条第６項の規定により、公聴会を次のとおり開催する。 

令和８年６月26日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純 

日  時 場  所 案  件 

令和８年７月15日（水曜

日）午前10時から 

徳島市新蔵町一丁目67 

徳島県徳島農林事務所新

館３階入札室 

高丸山鳥獣保護区特別保護地区（勝浦

郡上勝町、既指定、面積29ヘクタール

、存続期間10年間）の再指定について 

令和８年７月23日（木曜

日）午後１時30分から 

海部郡海陽町大里字上中

須1 2 8 

海陽町役場海南庁舎２階

第３会議室 

轟鳥獣保護区特別保護地区（海部郡海

陽町、既指定、面積1 2 0ヘクタール、

存続期間10年間）の再指定について 

備考 公聴会に関する問合せ先 

１ 高丸山鳥獣保護区特別保護地区の再指定に関する件 

徳島県徳島農林事務所林業振興担当（電話088-626-8582） 

２ 轟鳥獣保護区特別保護地区の再指定に関する件 

徳島県阿南農林事務所林業振興担当（電話0884-24-4130） 



徳島県告示第3 4 1号 

次の者の申請に係る徳島県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和24

年法律第1 9 5号）第1 1 3条の３第３項の規定により公告する。 

令和８年６月26日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純 

申請人の住所及び氏名 地区名 工事の完了年月日 

阿南市長生町川ハタ94番地 

田中勝彦ほか17名 

長生西部地区 令和８年６月12日 

 



徳島県告示第3 4 2号 

道路法（昭和27年法律第1 8 0号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のよう

に変更する。 

その関係図面は、徳島県三好県土整備事務所において、令和８年６月26日から２週間一

般の縦覧に供する。 

令和８年６月26日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純   

 道路の種類 県道  

整理 

番号 
路線名 区    間 

新旧 

の別 

敷 地 の 幅 員 

（メートル） 

延   長 

（メートル） 

108 勝浦三野 

三好市三野町太刀野山字川又

3850番１地先から 

同                   

3879番５地先まで 

旧 9.2～22.6 41.5 

同 新 12.6～23.9 41.5 

 



徳島県告示第3 4 3号 

道路法（昭和27年法律第1 8 0号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始

する。 

その関係図面は、徳島県三好県土整備事務所において、令和８年６月26日から２週間一

般の縦覧に供する。 

令和８年６月26日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純   

 道路の種類 県道 

整理 

番号 
路線名 区    間 

延   長 

（メートル） 
供 用 開 始 の 期 日 

32 
山城東祖谷 

山 

三好市池田町松尾大申3 0 8番

１地先 
21.4 令和８年６月26日 

 



職員の自己啓発等休業に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 令和８年６月26日 

              徳島県人事委員会委員長  石  本  寛  子   

   職員の自己啓発等休業に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の自己啓発等休業に関する規則（規則７－７）の一部を次のように改正する。 

 別記様式の注の３中「シニア海外ボランティア」を「シニア海外協力隊」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年７月１日から施行する。 



徳島県人事委員会告示第６号 

職員の任用に関する規則（徳島県人事委員会規則４－９）第46条第１項第２号及び第３号の規定に基づき、次の採用候補者名簿は、

令和８年６月19日をもって失効したので、同条第２項の規定により公示する。 

令和８年６月26日 

                                                                      徳島県人事委員会委員長  石  本  寛  子 

 

採用候補者名簿の名 称 

 

 

確 定 年 月 日 

 

徳島県職員（民間企業等職務経験者）採用候補者名簿 

 

 

令和７年６月11日 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


